
一
頁

○
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
二
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
六
十
五
条
の
四
、
第
百
三
条
第
一
項
及

び
第
百
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
気
圧
作
業
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

高
気
圧
作
業
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

高
気
圧
作
業
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
一
条
」
の
下
に
「
・
第
一
条
の
二
」
を
加
え
、
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
二
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
一
条
第
四
号
中
「
気
閘
室
」
を
「
気
こ
う
室
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を

こ
う

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

高
気
圧
障
害

高
気
圧
に
よ
る
減
圧
症
、
酸
素
、
窒
素
又
は
炭
酸
ガ
ス
に
よ
る
中
毒
そ
の
他
の
高
気
圧
に
よ
る
健
康
障

害
を
い
う
。

第
一
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



二
頁

六

不
活
性
ガ
ス

窒
素
及
び
ヘ
リ
ウ
ム
の
気
体
を
い
う
。

第
一
章
中
第
一
条
を
第
一
条
の
二
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
事
業
者
の
責
務
）

第
一
条

事
業
者
は
、
労
働
者
の
危
険
又
は
高
気
圧
障
害
そ
の
他
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
作
業
方
法
の
確
立
、
作
業

環
境
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
中
「
気
閘
室
」
を
「
気
こ
う
室
」
に
改
め
る
。

こ
う

第
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
気
閘
室
」
を
「
気
こ
う
室
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

こ
う

６

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
（
圧
力
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
気
圧
下
に
お
け
る
高
圧
室
内
業
務
に
限
る
。
第
十
二

条
の
二
、
第
二
十
条
の
二
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
気
こ
う
室
に
自
記
記
録
圧
力
計

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
の
二
中
「
気
閘
室
」
を
「
気
こ
う
室
」
に
改
め
る
。

こ
う

第
七
条
の
三
中
「
気
閘
室
」
を
「
気
こ
う
室
」
に
、
「
は
握
」
を
「
把
握
」
に
改
め
る
。

こ
う

第
八
条
の
見
出
し
を
「
（
空
気
槽
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
予
備
空
気
槽
は
」
を
「
予
備
空
気
槽
は
」
に
改
め
、
同

そ
う



三
頁

項
第
一
号
中
「
予
備
空
気
槽
」
を
「
予
備
空
気
槽
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

そ
う

二

予
備
空
気
槽
の
内
容
積
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
十
条
第
二
項
第
二
号
中
「
炭
酸
ガ
ス
及
び
」
を
「
酸
素
、
炭
酸
ガ
ス
及
び
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
中
「
気

閘
室
」
を
「
気
こ
う
室
」
に
改
め
る
。

こ
う

第
十
一
条
中
「
気
閘
室
」
を
「
気
こ
う
室
」
に
改
め
る
。

こ
う

第
三
章
第
二
節
中
第
十
三
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
作
業
計
画
）

第
十
二
条
の
二

事
業
者
は
、
高
圧
室
内
業
務
を
行
う
と
き
は
、
高
気
圧
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
高
圧
室
内

作
業
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
作
業
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
業
室
又
は
気
こ
う
室
へ
送
気
す
る
気
体
の
成
分
組
成

二

加
圧
を
開
始
す
る
時
か
ら
減
圧
を
開
始
す
る
時
ま
で
の
時
間



四
頁

三

当
該
高
圧
室
内
業
務
に
お
け
る
最
高
の
圧
力

四

加
圧
及
び
減
圧
の
速
度

五

減
圧
を
停
止
す
る
圧
力
及
び
当
該
圧
力
下
に
お
い
て
減
圧
を
停
止
す
る
時
間

３

事
業
者
は
、
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
十
三
条
中
「
気
閘
室
」
を
「
気
こ
う
室
」
に
改
め
る
。

こ
う

第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
ガ
ス
分
圧
の
制
限
）

第
十
五
条

事
業
者
は
、
酸
素
、
窒
素
又
は
炭
酸
ガ
ス
に
よ
る
高
圧
室
内
作
業
者
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
作
業
室
及

び
気
こ
う
室
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
気
体
の
分
圧
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
分
圧
の
範
囲
に
収
ま
る
よ
う
に

、
作
業
室
又
は
気
こ
う
室
へ
の
送
気
、
換
気
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

酸
素

十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
百
六
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
（
た
だ
し
、
気
こ
う
室
に
お
い
て
高
圧
室
内
作
業
者
に

減
圧
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
二
百
二
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
と
す
る
。
）



五
頁

二

窒
素

四
百
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下

三

炭
酸
ガ
ス

〇
・
五
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下

（
酸
素
ば
く
露
量
の
制
限
）

第
十
六
条

事
業
者
は
、
酸
素
に
よ
る
高
圧
室
内
作
業
者
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
高
圧
室
内
作
業
者
に
つ
い
て
、
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
求
め
た
酸
素
ば
く
露
量
が
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
値
を
超
え
な
い
よ
う
に
、
作
業

室
又
は
気
こ
う
室
へ
の
送
気
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
間
ご
と
に
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
人
体
の
組
織
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
半
飽
和
組
織
」
と
い
う
。
）
の
全
て
に
つ
い
て
次
の
イ
に
掲
げ
る
分
圧
が
ロ
に
掲
げ
る
分
圧
を
超
え

な
い
よ
う
に
、
減
圧
を
停
止
す
る
圧
力
及
び
当
該
圧
力
下
に
お
い
て
減
圧
を
停
止
す
る
時
間
を
定
め
、
当
該
時
間
以
上
減

圧
を
停
止
す
る
こ
と
。

イ

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
求
め
た
当
該
半
飽
和
組
織
内
に
存
在
す
る
不
活
性
ガ
ス
の
分
圧

ロ

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
求
め
た
当
該
半
飽
和
組
織
が
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
最
大
の
不
活
性
ガ
ス



六
頁

の
分
圧

第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

事
業
者
は
、
減
圧
を
終
了
し
た
者
に
対
し
て
、
当
該
減
圧
を
終
了
し
た
時
か
ら
十
四
時
間
は
、
重
激
な
業
務
に
従
事
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
第
二
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
、
「
気
閘
室
」
を
「
気
こ
う
室
」
に
改
め
る
。

こ
う

第
二
十
条
第
一
項
中
「
気
閘
室
」
を
「
気
こ
う
室
」
に
、
同
項
第
三
号
中
「
椅
子
」
を
「
椅
子
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

こ
う

い

「
気
閘
室
」
を
「
気
こ
う
室
」
に
改
め
る
。

こ
う

第
二
十
条
の
二
の
見
出
し
中
「
減
圧
状
況
」
を
「
作
業
の
状
況
」
に
改
め
、
同
条
中
「
圧
力
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
の

気
圧
下
に
お
け
る
高
圧
室
内
業
務
を
行
う
と
き
は
、
気
こ
う
室
に
自
記
記
録
圧
力
計
を
備
え
、
当
該
気
こ
う
室
に
お
い
て
高
圧

室
内
作
業
者
に
減
圧
を
行
う
都
度
、
当
該
減
圧
の
状
況
」
を
「
高
圧
室
内
業
務
を
行
う
都
度
、
第
十
二
条
の
二
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
気
閘
室
」
を
「
気
こ
う
室
」
に
改
め
る
。

こ
う

第
二
十
六
条
中
「
懐
中
電
灯
」
の
下
に
「
、
酸
素
」
を
加
え
る
。



七
頁

第
二
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
作
業
計
画
等
の
準
用
）

第
二
十
七
条

第
十
二
条
の
二
及
び
第
二
十
条
の
二
の
規
定
は
潜
水
業
務
（
水
深
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
所
に
お
け
る
潜
水
業

務
に
限
る
。
第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
は
潜
水

作
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項

高
圧
室
内
作
業

潜
水
作
業

第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
一
号

作
業
室
又
は
気
こ
う
室
へ
送
気
す
る

潜
水
作
業
者
に
送
気
し
、
又
は
ボ
ン
ベ
に

充
塡
す
る

第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号

加
圧
を
開
始
す
る

潜
降
を
開
始
さ
せ
る

減
圧
を
開
始
す
る

浮
上
を
開
始
さ
せ
る

第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
三
号

圧
力

水
深
の
圧
力

第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
四
号

加
圧
及
び
減
圧

潜
降
及
び
浮
上



八
頁

第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
五
号

減
圧
を
停
止
す
る
圧
力

浮
上
を
停
止
さ
せ
る
水
深
の
圧
力

減
圧
を
停
止
す
る
時
間

浮
上
を
停
止
さ
せ
る
時
間

第
十
五
条

作
業
室
及
び
気
こ
う
室
に
お
け
る

当
該
潜
水
作
業
者
が
吸
入
す
る
時
点
の

作
業
室
又
は
気
こ
う
室
へ
の
送
気
、
換

潜
水
作
業
者
へ
の
送
気
、
ボ
ン
ベ
か
ら
の

気

給
気

第
十
五
条
第
一
号

気
こ
う
室
に
お
い
て
高
圧
室
内
作
業
者

潜
水
作
業
者
が
溺
水
し
な
い
よ
う
必
要
な

に
減
圧
を
行
う

措
置
を
講
じ
て
浮
上
を
行
わ
せ
る

第
十
六
条

作
業
室
又
は
気
こ
う
室
へ
の
送
気

潜
水
作
業
者
へ
の
送
気
、
ボ
ン
ベ
か
ら
の

給
気

第
十
八
条
の
見
出
し

減
圧

浮
上

第
十
八
条
第
一
項

気
こ
う
室
に
お
い
て
高
圧
室
内
作
業
者

潜
水
作
業
者
に
浮
上
を
行
わ
せ
る

に
減
圧
を
行
う

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号

減
圧

浮
上



九
頁

〇
・
〇
八
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

十
メ
ー
ト
ル

第
十
八
条
第
一
項
第
二
号

減
圧
を
停
止
す
る
圧
力

浮
上
を
停
止
さ
せ
る
水
深
の
圧
力

減
圧
を
停
止
す
る
時
間

浮
上
を
停
止
さ
せ
る
時
間

減
圧
を
停
止
す
る
こ
と

浮
上
を
停
止
さ
せ
る
こ
と

第
十
八
条
第
二
項

減
圧

浮
上

第
二
十
条
の
二

第
十
二
条
の
二
第
二
項
各
号

第
二
十
七
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
第
十
二
条
の
二
第
二
項
各
号

当
該
高
圧
室
内
作
業
者

当
該
潜
水
作
業
者

第
三
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条

削
除

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
第
二
十
七
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「

同
条
」
を
「
同
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
別
表
第
二
の
「
浮
上
」
欄
に
掲
げ
る
水
深
」
を
「
三
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。



一
〇
頁

第
三
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条

削
除

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
圧
力
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
気
圧
下
に
お
け
る
」
及
び
「
水
深
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
所

に
お
け
る
」
を
削
る
。

第
四
十
四
条
第
二
項
中
「
つ
ど
」
を
「
都
度
」
に
、
「
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
記
録
し
た
書
類
を
作
成

し
、
こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）



一
一
頁

３

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
第
二
十
号
の
二
及
び
第
二
十
二
号
中
「
気
閘
室
」
を
「
気
こ
う
室
」
に
改
め
る
。

こ
う

第
六
百
四
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
一
条
第
三
号
」
を
「
第
一
条
の
二
第
四
号
」
に
、
「
同
条
第
四
号
の
気
閘
室
」
を

こ
う

「
同
条
第
五
号
の
気
こ
う
室
」
に
改
め
る
。


